
  
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度

事業手法 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度

分離発注

（従来方式）

一

括

発

注

PFI

DBO

建設工事（18ヶ月）

▼引越

➔供用開始

工事

発注
基本構想 基本計画

PPP導入

可能性調査

PFI事業者選定

（15ヶ月）

設計

発注
現庁舎解体

▼事業契約

▼事業契約

▼引越

➔供用開始

設計・施工（14000㎡規模 30ヶ月）

基本・実施設計 約12ヶ月 工事 約18ヶ月前後

事業手法別の最短建設スケジュール（想定）

基本設計

（９ヶ月）
設計

発注

実施設計

（９ヶ月）

基本構想 基本計画

PPP導入

可能性調査

DBO事業者選定

（12ヶ月）

基本構想 基本計画

設計・施工（14000㎡規模 30ヶ月）

基本・実施設計 約12ヶ月 工事 約18ヶ月前後 現庁舎解体

現庁舎解体

▼引越

➔供用開始

■ 事業スケジュールについて                                                         資料１ 
橋上駅舎 

清水駅東口公園 

銀座 
商店街 
ゾーン 

〔清水駅周辺 イメージ〕 
清水駅北東地区 

敷地面積：7,294㎡ 

 用途地域：商業地域 

 建ぺい率：  80％ 

 容 積 率： 500％ 

〔清水駅東口公園敷地のイメージ〕 
※駅舎との接続位置は今後検討。 ＪＲ清水駅 

〔施設イメージ図〕 
※ ピロティ部分除く 

PPP  行政と民間がパートナーを組んで事業を行う新しい「官民連携」の仕組み 

PFI   公共施設等の設計・建設・改修・更新や維持管理運営を民間の資金やノウハウを活用して行う手法 

DBO 【設計-施工-運営方式】民間が施設の設計・施工・運営を一体的に行う事業方式 



④利便性の高い交通アクセス機能

①ユニバーサルデザイン

③機能的かつ効率的な庁舎機能

②分かりやすく手続きしやすい窓口機能

【基本的な機能分類】

清水区民の行政サービスの拠点
経済性に優れ、誰もが訪れやすく使いやすい庁舎

①災害に強い建物構造

③ウォーターフロントにおける
命を守る緊急避難機能

②災害時の業務継続機能

【基本的な機能分類】

清水区の防災拠点
人やまちを守り、様々な災害に対応する庁舎

①人と人をつなげる機能

②地域資源を活かし
エリアの価値を高める機能

【基本的な機能分類】

③市民の暮らしに溶け込む機能

清水区のまちづくりの拠点
人と人、人とまち、まちとまちがつながる庁舎

「基本理念」は、庁舎のあり方についての基本的な考え方を示すものであり、「基本方

針」は、その理念を達成するための指針を示すものです。

庁舎は、行政サービスを提供するとともに、市民の皆さんの命、暮らし、そしてまちを

守るという役割を持っています。

加えて、清水は古くから港と海によって賑わい、発展してきており、海とともに生きて

きた反面、津波等の災害リスクを避けられない立地にあります。これらの歴史と自然に

向き合いながら未来に向かってのまちづくりを進めるにあたり、清水区に置く庁舎は、

災害に強い防災拠点であると同時に、まちづくりの拠点であることが重要です。

そこで、庁舎の再整備は、市民の皆さんが様々なまちづくり活動に関わるきっかけづく

りの場となるとともに、職員がまちに飛び出して、「人」や「まち」と積極的に関わり、

市民と協働して清水のまちを創っていく場となることを目指します。そのために、市民

と話し合い、より良い方向性を導きだし、市民と協働して施策を展開する職員の育成を

進めていきます。

また、庁舎の周辺地域の新たなまちづくりの促進や民間開発の誘発を期待します。

これらを踏まえ、清水のまちづくり方針や市民ニーズ等を考慮した基本理念と基本方針

を以下に掲げます。

■ 基本計画について（基本構想の振り返り） 資料2－1



■ 基本計画について（他都市事例１　さいたま市大宮区役所）　  　　　　　                   資料２－２－１





■ 基本計画について（他都市事例２　高知市）　　　　　　　　                            資料２－２－２







■ 基本計画について（他都市事例３　市川市）　　　　　　　　                            資料２－２－３
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◆ ◆ ◆

◆ ◆

◆ ◆

◆ ◆

◆ ◆

◆

◆

◆ ◆

◆ ◆

◆

◆

◆ ◆

◆
VFM：同一の費用ならばより質の高いサービスになっているか、または同一のサービスならより安い費用になっているかという考え方

上

12月 1月10月 11月

中

中

5月

中

中

下

5

6月 7月 9月

上

中

8月

⑤ＶＦＭの検証

⑥リスク分担の検討

⑦総合評価及び課題の整理

7

10

○パブリックコメント

○検討委員会

○庁内検討委員会

③敷地の有効活用の検討

⑪スケジュール・今後の進め方の検討

①基本事項の整理

②新庁舎整備事業スキームの検討

④民間事業者の参画可能性の検討

⑥平面計画・階層構成の検討

⑨管理・運営方針の検討

⑩事業手法・財源計画の検討

（２）ＰＰＰ導入可能性調査

518○庁内検討部会

⑦構造・設備計画の検討

⑧外構・景観計画の検討

②新庁舎の機能の検討

③敷地条件の整理

④新庁舎の規模設定

⑤土地利用・配置計画の検討

（１）基本計画の策定

①基本事項の整理

■ 基本計画について（基本計画の目次と策定スケジュール） 資料2－3

1.検討の経緯 1.敷地条件 1.事業手法

2.基本計画策定の目的 2.規模設定 2.概算事業費

1.新庁舎の基本理念・基本方針 3.土地利用・配置計画 3.事業スケジュール

2.新庁舎の規模・建設場所 4.平面・階層構成計画 4.今後の進め方

1.行政サービス拠点としての機能 5.構造・設備計画

2.防災拠点としての機能 6.外構・景観計画

3.まちづくり拠点としての機能 7.管理・運営方針

基本計画の目次（案）

序章

経緯・目的

第１章

基本事項

第２章

導入機能

第３章

施設計画

第４章

事業手法



  

 

回数・時期 基本計画 検討内容 基本計画 対応する章 想定される議論のポイント ＰＰＰ導入可能性調査 

第１回 

（６月７日） 

①基本事項の整理 

 

②新庁舎の機能 

③敷地条件 

④新庁舎の規模 

○目次案 

・序 経緯・目的 

・第１章 基本事項 

・第２章 導入機能 

・第３章 １.敷地条件 

・第３章 ２.規模設定 

 

 

 

・全体の進め方・スケジュールの確認 →  議事(１)  

・基本構想の要点の確認 

・基本計画の検討内容・目次・議論のポイントの確認  →  議事(２)  

・敷地条件の整理 →  議事(３)  

・基本理念・基本方針の具体化 →  議事(４)  

・規模設定の考え方 →  議事(５)  

 

① 基本計画との相関を確認 

 

第２回 

（７月中旬） 

②新庁舎の機能 

④新庁舎の規模 

⑤土地利用・配置計画 

⑥平面計画・階層構成 

・第２章 導入機能 

・第３章 ２.規模設定 

・第３章 ３.土地利用・配置計画 

・第３章 ４.平面計画・階層構成計画 

・機能の方針を決定（諸室イメージ） 

・規模の方針を決定（諸室の積上げ、駐車台数、駐輪場規模） 

・土地利用・配置計画の考え方（ゾーニング、主要動線、駅との接続、受付

フロアレベル、民間施設配置） 

・平面計画・階層構成計画の考え方（ゾーニング、来庁者・業務の流れ、機

能相関） 

②新庁舎整備事業スキームの検討  

③敷地の有効活用の検討  

 

第３回 

（９月上旬） 

⑤土地利用・配置計画 

⑥平面計画・階層構成 

⑦構造・設備計画 

⑧外構・景観計画 

⑨管理・運営方法 

⑩事業手法・財源計画 

・第３章 ３.土地利用・配置計画 

・第３章 ４.平面計画・階層構成計画 

・第３章 ５.構造・設備計画 

・第３章 ６.外構・景観計画 

・第３章 ７.管理・運営方針 

・第４章 １.事業手法 

・土地利用・配置計画の方針を決定（要求水準） 

・平面計画・階層構成計画の考え方（各階平面計画、ユニバーサルレイアウ

ト、ユニバーサルデザイン、防犯・セキュリティ） 

・構造・設備計画の考え方（構造形式、基礎形式、非常用設備計画） 

・外構・景観計画の考え方（デザイン方針・方向性、既存構造物等の移設・

再利用） 

・管理・運営方法の考え方（効率的かつ効果的な維持管理） 

・事業手法の考え方（想定される事業手法の特徴） 

②新庁舎整備事業スキームの検討  

③敷地の有効活用の検討  

④民間事業者の参画可能性の検討  

⑥リスク分担の検討  

 

第４回 

（10月中旬） 

⑥平面計画・階層構成 

⑦構造・設備計画 

⑧外構・景観計画 

⑨管理・運営方法 

⑩事業手法・財源計画 

 

⑪スケジュール・今後の進め方 

 

○基本計画素案 

・第３章 ４.平面計画・階層構成計画 

・第３章 ５.構造・設備計画 

・第３章 ６.外構・景観計画 

・第３章 ７.管理・運営方針 

・第４章 １.事業手法 

・第４章 ２.概算事業費 

・第４章 ３.事業スケジュール 

・第４章 ４.今後の進め方 

・平面計画・階層構成計画の方針を決定（要求水準） 

・構造・設備計画の方針を決定（要求水準） 

・外構・景観計画の方針を決定（要求水準） 

・管理・運営方法の方針を決定（要求水準） 

・事業手法の方針を決定（概算事業費、ＶＦＭを踏まえた選択） 

・概算事業費（ＰＳＣとＰＰＰ-ＬＣＣ、ＶＦＭ） 

・事業スケジュール 

・今後の進め方 

※基本構想における基本理念・基本方針との整合性の確認 

※基本計画素案の確認 

⑤ＶＦＭの検証  

⑥リスク分担の検討  

⑦総合評価及び課題の整理  

第５回 

（12月中旬） 

○パブリックコメント 

○基本計画案 

・全般 ・パブコメでの指摘事項、その結果の基本計画への反映の確認 

※基本計画案の承認 

  
■ 基本計画について（検討委員会における議論のポイント）                  資料 2－4 

PPP：行政と民間がパートナーを組んで事業を行う新しい「官民連携」の仕組み   VFM：同一の費用ならばより質の高いサービスになっているか、または同一のサービスならより安い費用になっているかという考え方  

PSC：従来手法で事業を実施した時にかかる費用の推計値  PPP-LCC：PPP手法で実施した場合の公共が負担する費用の推計値 



■建設予定地 清水駅東口公園

■基本計画 敷地条件の整理について （建設予定地の概要） 資料3－1

地名地番 清水区袖師町2001,2002

敷地面積 7,294㎡

保有状況 市有地

用途地域等

（建ぺい率／容積率）

商業地域 準防火地域

災害リスク

（80／500）

液状化可能性 中

中心市街地
中心市街地活性化基本計画区域

立地適正化計画区域

公共交通アクセス

JR清水駅から徒歩約1分

静岡鉄道新清水駅から徒歩約11分

JR清水駅西口バス停から徒歩約3分

道路アクセス

東側：市道（自転車歩行者道）

幅員約12ｍに接道

北側：市道 幅員約8ｍに接道

主な周辺施設

(半径500ｍ）

JR清水駅、東口広場、駅前銀座商店街

清水文化会館マリナート、河岸の市

最大建築面積・床面積 約5,835㎡・約36,470㎡

■建設予定地の概要 ■周辺図

清水文化会館

マリナート

市営駐車場

市営駐輪場

河岸の市

清水駅前銀座

商店街

JR清水駅

東口

広場
清水駅東口駅前広場

半径500m

建設

予定地
東側

自転車歩行者道 幅員約12ｍ
袖師臨港道路 幅員約20ｍ

西側

市道 幅員約17ｍ

北側

市道 幅員約8ｍ

震度６強～７

津波浸水想定区域
（南海トラフ地震被害想定）

西側：市道 幅員約17ｍに接道
南側：市道（清水駅東口駅前広場）

幅員約52ｍに接道

現在の使用状況 都市緑地

都市計画等 清水駅東土地区画整理事業(完了)

清水駅東地区計画

集約化拠点形成区域

駐車場整備地区

駐車場・駐輪場附置義務

隣接計画（区域外） 臨港地区

清水港みなと色彩計画

南側

清水

テルサ

市営

駐輪場

えじりあ

想定津波浸水深





（1）基本方針１ 「清水区民の行政サービスの拠点」としての機能

■ 基本計画 新庁舎の機能について 資料４

清水区民の行政サービスの拠点
経済性に優れ、誰もが訪れやすく使いやすい庁舎

①ユニバーサル
デザイン

②分かりやすく
手続きしやすい
窓口機能

③機能的かつ
効率的な
庁舎機能

④利便性の高い
交通アクセス
機能

【基本的な機能分類】 【目指すべき機能・方策イメージ】

■階段やＥＶなど移動空間における配慮
・移動のしやすさ、段差の解消、身障者対応ＥＶ設置など
・誘導、案内サインの工夫、充実

■トイレなど行為空間における配慮
・多目的トイレ、キッズコーナー、授乳室等乳幼児への対応

■誰もが利用しやすい駐車場
・車いす利用者、高齢者、妊婦などへの配慮

■総合案内など分かりやすい窓口案内機能
・分かりやすい窓口サイン

■市民の手続き軽減への配慮
・市民の利便性を重視した窓口・待合スペースの配置

■安心して利用できる窓口環境
・カウンターの工夫、個室相談室などプライバシー確保
・快適な待合スペース、モニターによる情報提供など

■機能的な執務環境の構築
・部門連携のしやすい機能的な執務室レイアウト
・来庁者、職員専用エリアなどのセキュリティゾーニング

■将来変化・経済性への配慮
・コンパクトで機能の充実した庁舎、長寿命化などの工夫
・組織変更等に対応したオフィスレイアウト
・メンテナンスや設備更新のしやすさ、維持管理費の軽減
などのＬＣＣに配慮した施設計画

■循環型社会に対応した機能
・自然採光・通風、次世代エネルギーなどの活用
・高効率照明、空調等省エネ設備の積極導入

■公共交通の利便性向上
・バスや鉄道による来庁に配慮した立地

■駐車場・駐輪場の利便性向上
・駐車場・駐輪場の台数確保、配置・動線の工夫

■歩行者の安全に配慮したアプローチ空間
・来庁者の動線に配慮した出入口設置

議論のポイント
・まちづくりの観点で庁舎に求められる具体的な機能について

■階段やＥＶなど移動空間における配慮
・階段・ＥＶ：手すり・車いす用スロープ、エスカレータの導入
・音声案内、サイン計画、色での誘導、ピクトグラムの採用
・入口でのマップ標示・案内看板・電子情報案内の採用

■トイレなど行為空間における配慮
・多機能トイレ、オストメイト、おむつコーナー、ＵＤ用器具の導入
・キッズコーナー、授乳室、休憩室、飲食コーナーの導入
・消音機能の導入

■誰もが利用しやすい駐車場
・身障者用駐車スペース、エントランス・ＥＶ付近への設置
・スロープ、雨よけ等の設置

【他都市における具体的な事例】

■総合案内など分かりやすい窓口案内機能
・コンシェルジュ・フロアアドバイザーの配置
・音声案内、電子情報案内の導入

■市民の手続き軽減への配慮
・窓口部門の集約：ワンストップ対応できる総合案内窓口対応
・記載カウンタースペースの配置（フロアアドバイザー対応）

■安心して利用できる窓口環境
・ハイカウンター、ローカウンターの適切配置、間仕切りの導入
・プライバシーに配慮した個室相談室の導入
・ＴＶ電子モニターによる窓口案内の採用
・待合スペース環境の充実、待合場所と窓口との適正配置

（宇部市計画より）

（高知市計画より）

多目的トイレ・ピクトグラム等

フロアアドバイザー 総合待合スペース

【導入イメージ】

TVﾓﾆﾀｰでの案内

（下田市計画より）

■機能的な執務環境の構築
・職能に配慮したデスク・ＰＣ環境・ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ・収納の確保
・ユニバーサルレイアウト・オープンフロアの導入
・機密レベルに応じた情報セキュリティシステムの導入
・充分な情報保管ができる書庫・倉庫の確保

■将来変化・経済性への配慮
・オフィスレイアウトの変更が簡易に可能なオフィス計画
・メンテナンス・維持管理が行いやすい施設・設備計画

■循環型社会に対応した機能
・環境配慮型官庁（グリーン庁舎化）
・自然採光・通風、次世代エネルギーを活用した環境計画
・地元産木材を多く使った庁舎設計（風土配慮・自然材活用）

（高知市計画より）

グリーン庁舎

■公共交通の利便性向上
・ペデストリアンデッキ等を利用した鉄道駅からのアプローチ計画
・身障者利用を想定したバリアフリー化

■駐車場・駐輪場の利便性向上
・充分な駐車台数の確保、アプローチしやすい配置計画
・悪天候時での来庁に配慮した配置
・駐車場における環境に配慮した緑化の推進

■歩行者の安全に配慮したアプローチ空間
・歩車を分離した動線計画
・車両速度を抑制する機能の導入

ＪＲ清水駅に直結したアクセス確保

【意見聴取先】

・市民・
関係団体等

・庁内プロ
ジェクトチー
ム
・他都市事例

基本構想
（策定済）

1

オープンフロアの
執務室イメージ

（宇部市計画より）

地元産木材活用事例

（高知市計画より）

・市民・
関係団体等

・庁内プロ
ジェクトチー
ム
・他都市事例

・庁内プロ
ジェクトチー
ム
・基準,指針等
・他都市事例

・市民・
関係団体等

・庁内プロ
ジェクトチー
ム
・他都市事例

基本計画



（2）基本方針２ 「清水区の防災拠点」としての機能

清水区の防災拠点
人やまちを守り、様々な災害に対応する庁舎

①災害に強い
建物構造

②災害時の
業務継続機能

③ウォーター
フロントにおける

命を守る
緊急避難機能

【基本的な機能分類】 【目指すべき機能・方策イメージ】

■耐震性能の確保
・防災拠点としての機能を発揮する耐震性能を確保
・非構造部材、設備の耐震性確保

■津波・浸水被害の抑制
・想定される最大規模の津波に耐える設計
・重要設備を上層階に設置
・地下フロアを設けない階層構成
・漂流物対策

■庁舎のライフラインのバックアップ
・非常用発電設備の充実
・電力引込の二系統化
・中水の活用
・耐震受水槽

■復旧活動の迅速化・円滑化
・電子ファイル等のバックアップ
・通信回線の多重化
・活動のしやすい部門配置、車両動線等の工夫

■区災害対策本部機能
・迅速で確実な指揮命令を行う本部機能
・防災情報・通信システムの構築
※津波警報発令時は、清水防災センターを代替本部とする。

■周辺滞留者の一時受入
・海辺を訪れている人々、働く人々の緊急避難の場
・災害時における情報伝達手段の提供（公衆無線ＬＡＮ、
公衆電話などの一般開放）

■地域の防災力の向上
・災害避難における他の周辺施設との連携
・地域の手本となる災害に強い庁舎

■耐震性能の確保
・官庁施設総合耐震計画基準の採用
・免震・制震設計等の耐震設計手法、工法の導入
（高層部・低層部別、庁舎・民間棟別の耐震設計）
・耐震部材・設備等の導入
・液状化対策（地盤改良）
・天井材・配管・ダクトの落下等防止対応
・メンテナンス・修繕・更新の維持管理計画を考慮した設計
（必要なスペース確保、ライフサイクルコスト検討など）

■津波・浸水被害の抑制
・津波（漂流物）対策
・ピロティ化等低層部の用途検討（駐車場等利用）
・庁舎棟・民間棟の配置による大空間の確保（一次避難ｽﾍﾟｰｽ）
・機械室、設備室、情報システム室の機密化・浸水防止対策

（徳島県
阿南市庁舎
事例より）

津波浸水区域での防災拠点事例
浸水・液状化対策の実施

【導入イメージ】 【意見聴取先】

・基準,指針等
・他都市事例

■庁舎のライフラインのバックアップ
・非常用発電設備（無停電装置）の導入
・電力引込の二系統化
・中水の活用（雨水貯留槽）
・非常用飲料水貯水槽の確保
・備蓄倉庫の確保

■復旧活動の迅速化・円滑化
・情報システムの耐震対応、バックアップ、回線の多重化
・仮設電源の導入を想定した設備計画
・緊急車両（専用駐車場）の確保

■区災害対策本部機能
・区災害対策本部機能（情報通信システム他）の確保
・受援用活動場所の確保（自衛隊・消防等の活動拠点）
・ボランティア活動スペースの確保
・屋上ヘリポート、ホバリングスペースの導入
・24時間対応のための仮眠スペースの確保

（新潟県長岡市庁舎事例より）

中越地震をふまえた耐震強化事例
危機管理防災本部の設置等

■周辺滞留者の一時受入
・避難用サイン計画
・一時避難所、防災広場、外部大空間の確保
・無線ＬＡＮ・通信手段の提供

■地域の防災力の向上
・什器備品の倒壊防止対策、耐震ガラスの導入
・扇風機、可搬式ヒーターの備蓄
・マンホールトイレの導入、仮設トイレの備蓄など

（新潟県長岡市
庁舎事例より）

市民協働センターを隣接させ
一時避難拠点を確保した事例

基本構想
（策定済）
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防災資機材倉庫

（下田市計画より）

・基準,指針等
・他都市事例

・市民・
関係団体等
・基準,指針等
・他都市事例

議論のポイント
・まちづくりの観点で庁舎に求められる具体的な機能について

【他都市における具体的な事例】

基本計画



（3）基本方針３ 「清水区のまちづくりの拠点」としての機能

清水区のまちづくりの拠点
人と人、人とまち、まちとまちがつながる庁舎

①人と人を
つなげる機能

②地域資源を活かし
エリアの価値を
高める機能

③市民の暮らしに
溶け込む機能

【基本的な機能分類】 【目指すべき機能・方策イメージ】

■市民が集まり活動できる交流・ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾍﾟｰｽの確保
・庁舎会議室等の市民活動、自治体活動など誰もが
使える交流空間としての有効利用
・庁舎ロビー・ホール等の人々が出会い、つながる場と
しての多目的利用
・障がい者が社会活動に参加できる場の提供

■観光・都市交流支援機能
・情報ステーションによる静岡市（清水区）や交流都市
の地域資源（清水エスパルス、地元食材など）の紹介、
観光案内の提供
・夜間、休日などの駐車場の有効活用
・富士山、清水港のビューポイントの設置

■外部空間や周辺施設との連携
・ＪＲ清水駅、周辺施設とのペデストリアンデッキによる
接続
・官庁施設の集約や民間施設との連携（シビックコアの
形成）による利便性の向上
・まちの既存ストックの活用やリノベーションによるサテ
ライトオフィスの設置などをふまえたまちづくりの戦略
拠点の設置

■気軽に憩い、過ごせる空間づくり
・海や富士山を楽しみながら過ごせる空間づくり
・市民が気軽に訪れ、様々な活動につながる開かれた
空間づくり

■誰でも利用できる民間運営の利便機能の導入
・カフェテリア、レストラン、コンビニエンスストアなどの
店舗の設置
・ＡＴＭコーナー、自販機コーナーの設置

基本構想
（策定済）

■市民が集まり活動できる交流・ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾍﾟｰｽの確保
・情報発信コーナーの設置（行政情報・市民活動情報）
・エントランスホール（スペース）の多目的利用
・会議室の市民開放
・市民活動スペースの確保
・ＮＰＯ・ボランティアセンター、活動の場の確保
・ギャラリー・定期演奏会・読み聞かせ等のイベント利用
・喫茶飲食スペース、物販スペースの確保
・休憩・談話コーナーの設置

（宇部市計画より）

情報発信
コーナー

【導入イメージ】 【意見聴取先】

・市民・
関係団体等

・庁内プロ
ジェクトチー
ム
・他都市事例

エントランスの
多目的
スペース

■観光・都市交流支援機能
・観光案内コーナー、休憩・喫茶飲食コーナーの設置
・名産品・特産物等の展示コーナー・物販コーナーの確保
・庁舎をアクセスポイントとする観光ルートの構築
・展望スペースの設置
・夜間、休日の駐車場の開放（有償・無償）

■外部空間や周辺施設との連携

・ペデストリアンデッキを活用した庁舎・民間施設の接続
（周遊・散策コースの設置）
・庁舎、市民センター、民間施設等からなるシビックコアの
形成
・清水駅を中心とする中心市街地のコアの形成
・庁舎外部デザインの配慮（景観）・色彩計画の対応
・連続性を意識した緑地空間の確保
・モニュメント、ベンチなどの配置

（ＪＲ岡崎駅
シビックコア
計画より）

駅のペデストリアンデッキと
連結した
シビックコア
計画事例

（宇部市計画より）

飲食コーナー
イメージ

（下田市計画より）

■気軽に憩い、過ごせる空間づくり
・東口公園の機能を残したポケットパークの整備
・富士山などを展望できるビューポイントの確保
・周辺景観に溶け込んだ景観計画、緑地空間の確保
・ベンチ、四阿、芝生広場、足湯などの憩いの空間の確保

■誰でも利用できる民間運営の利便機能の導入

・カフェ、レストラン、コンビニエンスストア、物販店など、民
間の運営スペースの導入
・ＡＴＭ・自動販売機コーナーの設置
・会議室の貸出とケータリングサービスの提供（民営）
・駐車場、会議室等の有償開放（民営）

売店・カフェの
導入事例

（東広島市）
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展示ギャラリー
（宇部市計画より）

モニュメント等を
配置した広場

（高知市計画より）

・市民・
関係団体等

・庁内プロ
ジェクトチー
ム
・他都市事例

・市民・
関係団体等

・庁内プロ
ジェクトチー
ム
・他都市事例

議論のポイント
・まちづくりの観点で庁舎に求められる具体的な機能について

【他都市における具体的な事例】

基本計画



■ 基本計画 新庁舎の規模の考え方について 資料５

ユニバーサルレイアウト例（つくば市）

ユニバーサルレイアウトによる圧縮例

（焼津市計画より）

■現在行っている検討①に関する取り組み

・電子決裁の導入
庶務事務は平成30年２月から、文書や財務系については平成30年４月から、電子決裁に
て意思決定を行うこととした。
→ペーパーレス化による紙文書や簿冊の縮減
→意思決定の迅速化

・フリーアドレスの実証実験
静岡庁舎９階 アセットマネジメント推進課、総務課、コンプライアンス推進課で
実験的にフリーアドレス制を試行
→省スペース化 →捻出したスペースの有効活用
→コミュニケーションの活性化

・テレビ会議の実証実験
静岡－駿河－清水庁舎間でテレビ会議ができる部屋を各庁舎に１室ずつ設置。
専用の端末によるクリアな画像、音声により、職員が庁舎間を移動することなく、「会わなく
ても打合せができる」ものとなっている。
→移動時間の短縮 →会議・打ち合わせの効率化

・ワークスタイル変革の先進企業の視察
フリーアドレス、テレワーク、モバイルワーク、テレビ会議などの取り組みを先進的に行って
いる企業の視察。

・省スペース化検討調査業務の実施
清水庁舎の１階（窓口部門）、 静岡庁舎の9階（総務・企画部門）で、現状のレイアウトを分
析し、 どのような省スペース化が 図れるか検証した。
→フリーアドレス制の導入
→打ち合わせスペースや会議スペースの共有化

フリーアドレスの試行的導入

■議論のポイント
左記の詳細検討を行っていくことにより庁舎の規模設定の精度を高める考え方について
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